
 

原子力施設等におけるトピックス 

（令和 4 年 7 月 4 日～7 月 10 日） 

令和 4 年 7 月 13 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

〇令和 4 年 7 月 4 日～7 月 10 日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

7 月 8 日 日本原燃株式会社 再処理事業所 
再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋における供給液槽の安全

冷却機能の喪失について 
 

7 月 8 日 関西電力株式会社 高浜発電所 高浜発電所４号機における蒸気発生器伝熱管の損傷について  

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和 4 年 7 月 4 日～7 月 10 日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

7 月 6 日 関西電力株式会社 高浜発電所 高浜発電所３号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について 
・LCO逸脱 6日14:00 

・LCO復帰 6日18:15 

7 月 7 日 九州電力株式会社 川内原子力発電所 
川内原子力発電所１，２号機における運転上の制限の逸脱及び復帰

について 

・LCO逸脱 6日9:50 

・LCO復帰 6日20:20 

7 月 7 日 四国電力株式会社 伊方発電所 伊方発電所３号機における運転上の制限の逸脱及び復帰について 
・LCO逸脱 7日18:05 

・LCO復帰 7日18:05 

7 月 9 日 
東京電力ホールディン

グス株式会社 

福島第二原子力発

電所 

福島第二原子力発電所１号炉使用済燃料プール冷却機能の停止に

ついて 
冷却再開 11日22:49 
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＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス 

該当なし 

 

＜その他＞ 

該当なし 

 

（別紙 1）日本原燃株式会社からの報告の概要 

（別紙 2）関西電力株式会社からの報告の概要 

（別紙 3）関西電力株式会社からの報告の概要 

（別紙 4）九州電力株式会社からの報告の概要 

（別紙 5）四国電力株式会社からの報告の概要 

（別紙 6）東京電力ホールディングス株式会社からの報告の概要 
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（別紙1）
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（日本原燃株式会社HP掲載資料）
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（別紙2）
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高浜発電所４号機の定期検査状況について 
（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査結果） 

 
２ ０ ２ ２ 年 ７ 月 ８ 日 
関西電力株式会社 

 

高浜発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）は、２０２２年６月８日から実施してい

る第２４回定期検査において、３台（Ａ、Ｂ、Ｃ）ある蒸気発生器（ＳＧ）

の伝熱管全数※１について渦流探傷検査（ＥＣＴ）※２を実施しました。 

その結果、Ａ－ＳＧの伝熱管４本、Ｂ－ＳＧの伝熱管１本およびＣ－Ｓ

Ｇの伝熱管５本について、管支持板※３部付近に外面（２次側）からの減

肉とみられる有意な信号指示※４が認められました。 

これらのほか、Ａ－ＳＧの伝熱管１本およびＢ－ＳＧの伝熱管１本につ

いて、管支持板部付近に外面（２次側）からの微小な減肉とみられる信号

指示（判定基準未満）が認められました。 

今後、これら１２本の伝熱管の外観等を確認するため、小型カメラによ

る調査等を実施します。 

なお、本件による環境への放射能の影響はありません。 

 
※１ 過去に有意な信号指示が認められ、施栓した管等を除きＡ－ＳＧで３，２４３本、    

Ｂ－ＳＧで３，２４７本、Ｃ－ＳＧで３，２５３本、合計９，７４３本。 
※２ 高周波電流を流したコイルを伝熱管に接近させることで対象物に渦電流を発生さ

せ、対象物のきず等により生じた渦電流の変化を電気信号として取り出すことで
きず等を検出する検査であり、伝熱管の内面（１次側）から、伝熱管の内面（１次側）
と外面（２次側）の両方を検査している。 

※３ 伝熱管を支持する部品。 
※４ 割れを示す信号や２０％以上の減肉を示す信号の指示。 

 

以 上 

 

添付資料１：高浜発電所４号機の定期検査状況について 

（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査（ＥＣＴ）結果） 

添付資料２：高浜発電所４号機のＥＣＴ信号指示管位置図 

添付資料３：これまでの経緯 

（関西電力株式会社HP掲載資料）
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添付資料１

高浜発電所４号機の定期検査状況について

（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査（ＥＣＴ）結果）

A-蒸気発生器
（3,382本）

B-蒸気発生器
（3,382本）

C-蒸気発生器
（3,382本）

合計
(10,146本）

既施栓本数
（応力腐食割れによる施栓本数）
（外面減肉による施栓本数）

１３９
（８）
（２）

１３５
（３）
（１）

１２９
（１３）
（６）

４０３
（２４）
（９）

検査対象本数 ３，２４３ ３，２４７ ３，２５３ ９，７４３

指示管本数 ５ ２ ５ １２

結 果

Ａ－蒸気発生器で４本、Ｂ－蒸気発生器で１本、Ｃ－蒸気発生器で
５本に、管支持板部付近に外面（２次側）からの減肉とみられる有意
な信号指示が認められた。

これらのほか、Ａ－蒸気発生器で１本、Ｂ－蒸気発生器で１本に、
管支持板部付近の外面（２次側）からの微小な減肉とみられる信号
指示（判定基準未満）が認められた。
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１次冷却材入口

（高温側）

約２１ｍ

蒸気出口

湿分分離器

気水分離器

給水入口

伝熱管

管板

水室

１次冷却材出口
（低温側）

仕切板

第１管支持板

第２管支持板

第３管支持板

第４管支持板

第５管支持板

第６管支持板

第７管支持板

添付資料２

発生箇所

高浜発電所４号機のＥＣＴ信号指示管位置図

蒸気発生器の概要図

信号指示本数

＜第４管支持板＞
Ａ－ＳＧ：３本
Ｂ－ＳＧ：１本
Ｃ－ＳＧ：２本

第３、４管支持板
信号指示箇所拡大断面図

約29ｍｍ

約33ｍｍ
伝熱管

管支持板

伝熱管の拡大平面図

約6.3mm

約11.5mm

すき間
約0.2mm

伝熱管（厚さ 約1.3mm）

管支持板の貫通穴
（２次冷却水）

１次冷却水

系統概要図

原子炉格納容器

加圧器

１次冷却材
ポンプ

原子炉
容器

Ａ・Ｂ・Ｃ-
蒸気発生器

蒸気タービンへ

２次冷却水

＜第３管支持板＞
Ａ－ＳＧ：２本
Ｂ－ＳＧ：１本
Ｃ－ＳＧ：３本

Ａ－蒸気発生器上部から見た

伝熱管位置を示す図
X方向

1

94

：今回外面減肉が認められた位置 （ ５本）

：既施栓箇所（外面減肉） （ ２本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ ８本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１２９本）

Y方向1 46

＜第３管支持板＞

有意な信号
指示管

（X２６-Y９）

＜第３管支持板＞

有意な信号
指示管

（X２６-Y１０）

＜第４管支持板＞

微小な信号
指示管

（X８７-Y２）

＜第４管支持板＞

有意な信号
指示管

（X３９-Y１）

＜第４管支持板＞

有意な信号
指示管

（X２４-Y１）
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＜第４管支持板＞

有意な信号
指示管

（X３７-Y２２）

＜第３管支持板＞

有意な信号
指示管

（X３９-Y５）

＜第３管支持板＞

有意な信号
指示管

（X８６-Y８）

＜第４管支持板＞

有意な信号
指示管

（X８９-Y３）

＜第３管支持板＞

有意な信号
指示管

（X７１-Y５）

X方向

Ｂ－蒸気発生器上部から見た

伝熱管位置を示す図

1

94

：今回外面減肉が認められた位置 （ ２本）

：既施栓箇所（外面減肉） （ １本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ ３本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１３１本）

Y方向1 46

＜第３管支持板＞

微小な信号
指示管

（X６９-Y３）

＜第４管支持板＞

有意な信号
指示管

（X８４-Y９）

X方向

Ｃ－蒸気発生器上部から見た

伝熱管位置を示す図

1

94

：今回外面減肉が認められた位置 （ ５本）

：既施栓箇所（外面減肉） （ ６本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ １３本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１１０本）

Y方向1 46
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添付資料３

定期検査
蒸気発生器伝熱管外面の

損傷本数
調査結果概要

スケールに対する
対策

３号機
第２３回
(2018年8月～)

A-蒸気発生器：１本
（第3管支持板）

【減肉率：２０％未満】

減肉指示のあった箇所付近
にスケールを確認。スケール
の回収中に破損したため、
スケール以外の異物による
減肉と推定。異物は流出し
たものと推定。

－

４号機
第２２回
(2019年9月～)

A-蒸気発生器：１本
（第3管支持板）

B-蒸気発生器：１本
（第3管支持板）

C-蒸気発生器：３本
（第2管支持板2本、
第3管支持板1本）

【最大減肉率：６３％】

Ａ－蒸気発生器内にステンレス薄片を確認したが、
摩耗痕が確認されなかったため、原因となった異物
は前回の定期検査時に混入していたものと推定。
なお、異物は流出したものと推定。

３号機
第２４回
(2020年1月～)

B-蒸気発生器：１本
（第3管支持板）

C-蒸気発生器：１本
（第3管支持板）

【最大減肉率：５６％】

ＡおよびＣ－蒸気発生器内にガスケットフープ材を
確認。Ｃ－蒸気発生器伝熱管の損傷原因を異物と
推定。Ｂ－蒸気発生器伝熱管の損傷原因となった
異物は流出したものと推定。

薬品洗浄を実施

４号機
第２３回
(2020年10月～)

A-蒸気発生器：１本
（第3管支持板）

C-蒸気発生器：３本
（第3管支持板）

【最大減肉率：３６％】

Ａ－蒸気発生器の減肉箇所
にスケールが残存。Ｃ－蒸
気発生器の減肉箇所近傍か
ら回収したスケールにも摩耗
痕を確認し、原因は、スケー
ルによる減肉と推定。

• ４号機第２３回定期検査において、蒸気発生器器内から回収したスケールの性状調査や摩耗試験などを実施
した結果、蒸気発生器伝熱管表面からはく離した稠密なスケールによるものと原因を推定。

• 上記の蒸気発生器伝熱管の外面減肉の原因が、スケールの可能性も否定できないことから、対策として、
３号機第２４回および４号機第２３回定期検査において、蒸気発生器器内の薬品洗浄を実施。

３号機
第２５回
(2022年3月～)

A-蒸気発生器：２本
（第3管支持板1本、
第4管支持板1本）

B-蒸気発生器：１本
（第2管支持板）

【最大減肉率：５７％】

摩耗痕のあるスケールは回収できなかったが、各
蒸気発生器から採取したスケールの性状、摩耗試
験等の調査の結果、スケールによる減肉と推定。

薬品洗浄の前に
小型高圧洗浄装
置による洗浄を実
施。今後、７月12
日から約１週間か
けて薬品洗浄を実
施予定。

これまでの経緯（高浜発電所３、４号機における蒸気発生器伝熱管外面の損傷事例）

スケール

約11.5mm
約6.3mm

約13mm

約５mm

スケール
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（別紙3）
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高浜発電所３号機 特定重大事故等対処施設に係る 

運転上の制限の逸脱および復帰について 

 
２０２２年７月６日  
関西電力株式会社 

 
 高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）の特定重大事故等対処施設※１の計装設

備※２について、一部の部品が装着されていないことを確認しました。  

このため、本日、１４時００分に保安規定の運転上の制限を満足してい

ない状態にあると判断しました。 

 

 その後、当該計装設備の部品を装着し、計装設備の機能に問題がないこ

とを確認したため、本日、１８時１５分に保安規定の運転上の制限を満足

する状態に復帰しました。 

 

 なお、特定重大事故等対処施設の運用開始以降の運転期間においても、

保安規定の運転上の制限を満足しない状態にあったと判断しています。 

 

本件による環境への放射能の影響はありません。 

 
※１：原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原

子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、格納容器の
破損を防止するための機能を有する施設。 

※２：一般的には、計器や制御装置等をいう。 
  

以 上 
 
 

（関西電力株式会社HP掲載資料）
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（別紙4）
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2 0 2 2 年 ７ 月 ７ 日 

九州電力株式会社 
 
 

川内原子力発電所の保安規定に定める特定重大事故等対処施設に係る 

運転上の制限の逸脱及び復帰について 

 

 

当社は、川内原子力発電所１，２号機（加圧水型軽水炉、定格電気出力８９

万キロワット）の特定重大事故等対処施設※1 の計装設備について、一部の

部品が装着されていない可能性を確認したことから、保安規定に定める当該

計装設備の必要数を確保できていないと判断し、本年７月６日９時５０分、

川内原子力発電所１，２号機の運転上の制限※2 の逸脱を宣言して点検を実施

しました。 

 

その結果、当該計装設備の部品が装着されていなかったことから、正しく

部品を装着し、計装設備の機能に問題がないことを確認したため、７月６日、

１号機は１７時１０分、２号機は２０時２０分に運転上の制限の逸脱から

復帰しています。 

 

本事象による、川内原子力発電所１，２号機の原子炉施設への影響はなく、

放射線による周辺への影響もありません。 

   

当社は今後とも、地域の皆さまに安心し、信頼していただけるよう、積極的

かつ丁寧で分かりやすい情報発信に努めてまいります。 

 
 

※１特定重大事故等対処施設 

原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、

原子炉を冷却する機能が喪失し炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉格納

容器の破損を防止するための機能を有する施設です。 

※２運転上の制限（ＬＣＯ：Limiting Condition for Operation） 

保安規定において、多重の安全機能を確保するため、動作可能な回線数など

を定めているものです。一時的にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の

制限からの逸脱を宣言し、速やかに必要な措置を行います。 

 
 

以 上 

ホームページ掲載 
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（別紙5）



 

 

令和４年７月８日 

四国電力株式会社 

 

 

 

伊方発電所３号機 特定重大事故等対処施設  

計装設備の不具合と通常状態への復旧について 

 

 

通常運転中の伊方発電所３号機（定格電気出力８９万キロワット）の特定重大事故等

対処施設※１（以下、「特重施設」という。）において、昨日、計装設備※２の一部に部

品の未装着を確認しました。 

部品の未装着が確認された各計装設備は、確認後、順次部品の装着を行い、通常状態

に復旧しました。 

このため、特重施設の運用開始から今回の復旧までの間に、当該計装設備は、保安規

定に定める運転上の制限を満足しない状態があったと判断していますが、現時点では運

転上の制限を満足しています。 

 

今後、原因を詳細調査します。 

 

なお、本事象によるプラントへの影響はありません。また、環境への放射能の影響は

ありません。 

     

 

※１ 原子炉建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子炉を冷却す

る機能が喪失し、炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能を有する施設。 

※２ 一般的には、計器や制御装置等をいう。 

 

 

 

以 上 

（四国電力株式会社HP掲載資料）
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（別紙6）

（東京電力ホールディングス株式会社HP掲載資料）
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福島第二原子力発電所１号炉における使用済燃料プールの
冷却再開について

＜ 参 考 資 料 ＞
2 0 2 2 年 ７ 月 1 2 日
東京電力ホールディングス株式会社
福 島 第 二 原 子 力 発 電 所

◼ ７月８日、１号炉使用済燃料プール冷却系の機器（以下、ポンプ①）について、
振動診断を行ったところ、振動値が通常値に比べて高い傾向にあることを
確認しました。

■原因調査のため、同日午後７時18分、使用済燃料プール冷却機能の停止を
判断し、午後９時９分に停止しました。

◼ 予備の使用済燃料プール冷却系の機器（以下、ポンプ②）につきましては、
現在点検のため停止しており、７月13日終了予定ですが、準備が整い次第、
運転を再開することとします。

◼ なお、冷却機能が停止した時点の使用済燃料プール水の温度は28.0℃であり、
冷却系停止時の水温上昇率は0.2℃／ｈであることから、保安規定の施設
運用上の基準（65℃）までは約185時間(約7.5日間)の余裕があります。

◼ 本件による外部への放射能の影響はありません。
（７月９日お知らせ済み）

１（東京電力ホールディングス株式会社HP掲載資料）
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2

◼ ７月10日、ポンプ①について、原因を調査したところ、軸を繋げるカップ
リングの構成部品であるゴム製のブッシュとボルトとの間の摩耗が進行
したことによりポンプ①とモーターの軸芯がずれたため、振動値が上昇した
ものと推定しました。

◼ その後、ポンプ①のブッシュおよびボルトを交換するとともに、軸芯の調整を実施し、
試運転をした結果、振動値が通常値になり健全性を確認できたため、 7月11日午後
10時49分、使用済燃料プールの冷却を再開しました。

◼ なお、7月13日まで点検停止中のポンプ②の起動を前倒しする方向で作業を
実施しておりましたが、試運転の準備過程でポンプ②軸封部からの水漏れを
確認したことからシール材の塗り直しを実施しました。今後、水漏れがないことを
確認します。

◼ 引き続き安全確保を最優先にプラントの安定維持に取り組んでまいります。

以 上22



3

◆点検停止している当該機器の摩耗箇所（ポンプ①）

ブッシュが軸方向に動いたため軸方向の
振動上昇が顕著であった

黒い粉は摩耗したブッシュのゴム成分と
ボルトの錆成分が飛散したもの

カップ
リング電動機

ポンプ

カップリングボルト

ブッシュ（ゴム製）

カップリング
ボルト
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◆点検停止中に起動した予備ポンプの水漏れ箇所（ポンプ②）

メカニカルシールカバーポンプ外箱

メカニカルシールカバー

ポンプ外箱

水漏れを確認した箇所

4
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純水タンク

復水移送ポンプ
（1台）

純水移送ポンプ（３台）

燃料プール補給水ポンプ（1台）

冷却水（原子炉補機冷却水系）

冷却浄化系ポンプ

凡例
青色のライン：通常の流れ
赤色のライン：冷却のバックアップ設備
緑色のライン：注水のバックアップ設備

燃料

使用済燃料プール

熱交換器（冷却器）

復水タンク

ポンプ②：点検停止中に起動した冷却
ポンプ（予備）

ポンプ①：点検停止をしている冷却
ポンプ（予備）

冷却ポンプ（予備）

◆福島第二原子力発電所１号炉使用済燃料プール概略図

5

熱交換器（冷却器）
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